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私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

（
法
第
七
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合
） 

第
三
十
二
条 
法
第
七
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
年
七
・

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
各
年

の
前
年
の
十
一
月
三
十
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
（
平

成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を

加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
七
・

二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い

て
は
、
当
該
特
例
基
準
割
合
（
当
該
特
例
基
準
割
合
に
〇
・
一
パ
ー
セ

ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す
る

。 

（
法
第
七
十
条
の
九
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
十
第
三
項
の
政
令
で

定
め
る
割
合
） 

第
三
十
二
条 

法
第
七
十
条
の
九
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
十
第
三
項
の

政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
年
七
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し

、
各
年
の
特
例
基
準
割
合
（
各
年
の
前
年
の
十
一
月
三
十
日
を
経
過
す

る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
五

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引

率
に
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
七
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な

い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
基
準
割
合
（
当
該

特
例
基
準
割
合
に
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す
る
。 

（
課
徴
金
の
一
部
納
付
が
あ
つ
た
場
合
の
延
滞
金
の
額
の
計
算
等
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
併
せ
て
納
付
す
べ

き
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
の
納
付
し
た
金
額
が
そ
の
延
滞
金
の
額
の

計
算
の
基
礎
と
な
る
課
徴
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納
付
し
た

金
額
は
、
ま
ず
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
課
徴
金
に
充
て
ら
れ
た
も
の

と
す
る
。 

（
課
徴
金
の
一
部
納
付
が
あ
つ
た
場
合
の
延
滞
金
の
額
の
計
算
等
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

法
第
七
十
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
延
滞
金
を
併
せ
て
納
付
す

べ
き
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
の
納
付
し
た
金
額
が
そ
の
延
滞
金
の
額

の
計
算
の
基
礎
と
な
る
課
徴
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
は
、
そ
の
納
付
し

た
金
額
は
、
ま
ず
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
課
徴
金
に
充
て
ら
れ
た
も

の
と
す
る
。 

別紙２－１



2

○
公
正
取
引
委
員
会
の
審
判
費
用
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
調
査

手
続
に
お
け
る
参
考
人
及
び
鑑
定
人
の
旅
費
及
び
手
当
に
関
す
る

政
令 

公
正
取
引
委
員
会
の
審
判
費
用
等
に
関
す
る
政
令 

別紙２－２



3

○
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
第
二
項
の
審
査
官
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
官
の
指
定
は
、
事
件
ご
と
に
、
公
正
取
引
委

員
会
事
務
総
局
の
審
査
局
（
犯
則
審
査
部
を
除
く
。
）
並
び
に
地
方
事
務

所
及
び
そ
の
支
所
の
職
員
の
う
ち
、
事
件
の
審
査
を
行
う
た
め
必
要
な
法

律
及
び
経
済
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
官
の
指
定
は
、
事
件
ご
と
に
、
公
正
取
引
委

員
会
事
務
総
局
の
審
査
局
（
犯
則
審
査
部
を
除
く
。
）
並
び
に
地
方
事
務

所
及
び
そ
の
支
所
の
職
員
の
う
ち
、
事
件
の
審
査
を
行
い
、
及
び
審
判
に

立
ち
会
う
た
め
必
要
な
法
律
及
び
経
済
に
関
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
も

の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

別紙２－３




